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（仮称）障害者・高齢者・乳幼児等の読書環境の整備に関する条例（読書バリアフリー条例）

の検討について 

 

2019 年 6 月 21 日、国において、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的・計画的に推進

し、障害の有無に関わらず、すべての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享

受することができる社会の実現を目的として、「視覚障害者等の読書環境の推進に関する法

律」（読書バリアフリー法）が制定されたことを契機に、ＳＤＧｓの理念であるインクルーシ

ブ（誰ひとり取り残さない）を反映した読書バリアフリーの実現・拡充を図るため、新たな

条例制定に向けた検討を進めます。 

 

１ 読書バリアフリー法の概要（別紙参照） 

(1) 基本理念 

アクセシブルな書籍（点字図書・拡大図書等）の提供、及びアクセシブルな電子書

籍等（デイジー図書・音声読上げ対応の電子書籍等）の普及が図られることなど 

(2) 国・地方公共団体の責務 

地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施

することなど 

(3) 基本的施策 

① 視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等（第９条） 

② インターネットを利用したサービス提供体制の強化（第１０条） 

③ 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（第１１条） 

④ 端末機器等・これに関する情報の入手支援（第１４条） 

⑤ 情報通信技術の習得支援（第１５条） 

⑥ 製作人材・図書館サービスの人材育成等（第１７条） 

 

２ 条例制定の目的 

本市が進める、ＳＤＧｓの理念を反映した「誰ひとり取り残さない」、「いつまでもすべ

ての人にやさしい」まちづくりへの取り組みを踏まえ、「本のまちづくり」と「やさしいま

ちづくり」を一体的かつ計画的に推進し、読書バリアフリー法に定める障害者等はもとよ

り、赤ちゃんから高齢者まで、だれもが読書を諦めず、「いつでも、どこでも、だれでも」

本に親しみ、読書を楽しむことができる読書環境の整備に向けて、市民等の理解と協力を

得ながら、市全体が一体となった継続的な取り組みを進めることを目的とします。 

 

３ 条例の内容 

読書バリアフリー法に定める基本施策を補足し、障害の有無や年齢・性別にかかわらず、

また、図書館へのアクセス困難者等を含め、本を必要としているすべての人を誰ひとり取

り残さない、個々の事情に応じた読書支援、読書推進活動への取り組みに向けた包括的な

指針とします。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019年(令和元年)9月20日 

政策局政策室本のまち担当 



- 2 - 

４ 検討体制 

当事者や支援者の意見を尊重して検討を進めるため、有識者、当事者団体の代表者、障

害者支援団体の代表者、図書館運営者等で構成する検討委員会を設置します。 

また、市と一体的な検討を進めるため、本、障害者、子ども、高齢者、教育の関係部局

が検討委員会に参加します。 

 

５ 検討スケジュール 

2019 年（令和元年） 

・第１回検討会の開催（12 月）…これまでの取り組みの報告と意見交換 

2020 年（令和２年） 

・第２回検討会の開催（２月）…骨子案について 

・第３回検討委員会（６月）…条例素案について 

・パブリックコメント（７月） 

・第４回検討委員会（８月）…パブリックコメント結果、最終案について 

※2020 年（令和２年）９月議会に条例議案の提案を予定しています。 
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